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フランス第四共和制憲法四月草案制定過程における財産権論

多 田 一 路

- はじめに

故 ミッテラン前フランス大統領の在任中の重要政策の一つとして ｢国有化政

策｣を挙げることができるであろう｡憲法院の違憲判決を受けて,修正の上で

1982年2月に公布された ｢国有化法｣(1)はミッテランの目玉政策とも呼びうる

ものであった｡86年から88年の保革共存 (cohabitation)のもとで一部の国有

企業が民営化されるなどの揺り戻しが生じることになるこの国有化政策は,フ

ランスに根強く存在するディリジスム (dirigisme)(2)と呼ばれる国家観の現

れであると言うことができる｡そしてこのディリジスムはその性格上,財産権

に関する議論をどうしてもせざるをえないものである｡事実,82年の国有化法

の議論のなかでも財産権についての議論が含まれていた｡

そこで本稿では,ディリジスムが意法典上はじめて現れた第四共和制憲法の

制定過程,なかでも,レフェレンダムで否決されたとはいえ社会的 ･経済的権

利を含む人権条項が憲法本文に書き込まれたという点で意義を持っ四月草案に

おける,財産権に関する議論について検討し,ディリジスムと憲法との関連を

めぐる筆者の研究の一端としたい(3)｡その際の基本的な視点として,財産権

に関する議論において何が争点であったのか,その争点はディリジスムとどの

ような関係にあるのか,つまり,憲法制定過程において財産権の議論という形

を取って争われたのは,ディリジスムの適否か,それとも内容か,などという

ことを明らかにしたい｡筆者は,ディリジスムのなかに,国家管理的官僚主導

的契機と反国家管理的国民参加型の契機との二つの潮流を見ており,財産権の

議論の中でその二つの潮流がどのように現れるのか,という点に留意して論を

進めたいと思う｡
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二 四月草案の成立過程における財産権の議論

1 憲法草案の提出

憲法制定国民議会は,1945年11月29日に憲法委員会を設置,社会党のアンド

レ･フィリップ (Andr6Philip)(4)が委員長となった｡委員会の構成は議会

の議席数に応じて各党に比例配分された｡その結果,42名の委員のうち,共産

党11名,社会党10名,MRPll名となった (5)0

政府は憲法草案を提出しなかった｡11月2日の憲法的法律 (6)は,｢議会は新

しい憲法を作成する (6tablit)｣(第2条)としているが,草案提出権につい

ては書かれておらず,考え方によっては政府が草案を提出する余地がないこと

もなかった｡政府による草案提出がなかったのは,閣内(7)において不一致が

存在することが明らかであったからであろう｡またフィリップ委員長は ｢案は

本委員会によってのみ作成される｡政府は介入する必要はない｣ と述べて (8)

おり,憲法的法律の厳格な適用を志向していた｡

憲法草案は,主に共産党案,社会党案,およびジョゼフ･ドラシュナル

(JosephDelachenal,独立共和派 (R昌publicainsind昌pendants))個人提案

の三つ(9)であった｡本会議における憲法草案の審議は, 3月7日から4月18

日の間に第一読会,4月19日に第二読会と最終投票が行われた｡権利宣言につ

いては,3月7,8日に一般討論,12,14,15,19,21日に各条項の個別的審

議が行われた｡憲法委員会が本会議に上程した権利宣言案は,基本的に社会党

莱(10)をベースにしたものであった｡すなわち,権利宣言を複数条 (憲法委員

会案では全39条,社会党案では全35条)で規定 し,特にそれを ｢政治的権利｣

および ｢社会的経済的権利｣と題する部分の二部に分けている｡共産党案(ll)

では,第4条において精神的自由,組合権,労働権,休息権,労働不能者への

保障,無償教育,無償裁判,法の下の平等を規定 し,国民経済 (L'6conomie

nationale)という章で経済的権利についての規定をおいていた｡ ドラシュナ

ル案 (12)では,第1条で精神的自由,家族の尊重,生活権,労働不能者への援助,

などを規定するのみで,経済的権利は規定されていない｡

2 憲法委員会における審議

(1) 権利宣言の原則について,とくに経済的権利の原則の問題について
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では,経済的権利について委員会案はどのようにまとめられたのであろう

かO

フィリップ委員長は審議に先立ち,｢検討プラン｣を提出するが,その中の

｢F権利宣言｣の項は,以下の通りであった｡

｢必要か ? もし必要なら:

1.その政治的要素

2.その経済的要素,国有化と計画

3.その社会的要素 :労働者主体のコントロール

4.その植民地条項

5.その国際的条項 (調停,国民主権の制限)｣(13)

左派レジスタンスのイデオローグであったフィリップは,このように,権利

の内容を,政治的権利,経済的権利,社会的権利の三つに類型化 し, しかもそ

の経済的権利の内容として,国有化,計画というディリジスムの具体化にかか

わる要素を含ませていた｡

このフィリップ提案に対 し,社会党,共産党はおおむね支持を表明するが,

MRPを代表 してダニエル ･ボア ドン (DanielBoisdon)は ｢社会的権利は

個人的権利 (1esdroitsindividuels)のなかに含め,その個人的権利がもっぱ

ら宣言の第一部を構成する｣と,フィリップの類型化に反対 した｡ポアドンは

さらに,第二部を個人の諸権利 (lesdroitsdel'individu)と集団の権利の表

明,第三部を国家の主権とその主権が受ける制限,とすることを主張 した(14)0

権利宣言を憲法のなかに含めることについては特に意見は出ず,この点につ

いては各党派ともにそれほど問題にしていなかったように恩われる0

1946年 1月10日,11日,15日に行われた,権利宣言の原則についての討議は,

実際には,1,経済的社会的原則,2,そのすべての結果を含む裁判の無償の

原則,3,教育の問題,4,国際連帯の原則,についてなされた｡市民の基本

的権利については全員が一致 しているということで,起草委員会の審議に任さ

れることになった (15)｡

経済的権利についての審議は,1月10日の午前中に集中してなされた｡

フィリップ委員長が表明した経済的原則の中身は,具体的には,企業経営へ

の労働者の参加,所有の役割とその保障 ･制限,公役務の性格を持つ企業の社

会化,である｡加えてジルベール ･ザクサス (GilbertZaksas,社会党) は,
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経済的原則は経済民主主義の条件であると述べた｡

連立与党のMRP,共産党は,これに対し,いずれも一般的な規定にするよ

う主張した｡

共産党のピェール ･エルグェ (PierreHerv占)は,権利宣言があらゆる憲

演 (constitution)に優位する原則であるとの認識から,労働者の経営参加を

権利宣言に書き込むことは,将来における政治情勢の発展を考慮に入れておら

ず,このような参加に永久的な性格を与えることになる,と主張,より一般的

な表現,すなわち財産権の定義こそ権利宣言に書き込まれなければならない,

としたく16)0

また同じく共産党のエチエンヌ･ファジョン (EtienneFajon)は,共産党

として主張する財産権の定義について,私的所有の尊重および不可侵性を主張

し,現時点で社会主義的憲法は不要であると述べた｡さらに,その財産権は,

｢他人の財産権によって限界を受けるものとして理解されねばならず, このこ

とは独占およびトラストの問題を提起する｡それらの存在は実際には財産権の

拡大ではなく,姪櫓を構成している｡同時に近年における経験は,それが民主

主義を行使することに対する妨害であることを示した｡だから,文言のなかに,

独占的性質を持っものに対してあらゆる所有を廃棄し,禁止する原則を記載し

なければならない｣,と言うのである｡労働者の経営参加は,国有企業につい

ては不可欠であるが,私企業が問題になる場合には不可欠ではない,との見解

も示した く17)0

このように,共産党は,特に独占や トラストの問題に注目し,現時点で重要

なことは社会主義憲法を作ることではなく,独占およびトラストの規制である,

としている｡これは別の角度で見れば,共産党によれば,独占およびトラスト

の規制の問題は社会主義の問題ではなく,資本主義経済の枠内の問題であると

いうことである｡したがって,彼らの文脈における ｢財産権の不可侵性｣とは,

独占への規制の契機を含む概念であると言うことができよう｡共産党はその憲

法草案において,独占の国有化と,国有化された企業をいわゆる三者管理

(tripartisme)によって運営することを明記 していたから,私企業を含めた一

般的な労働者の経営参加という点で相違があることを除けば,社会党に近い立

場と言える｡

一方,MRPのジャック･フォンルプト-エスベラベール (JacquesFonlupt-
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Esperaber)は,一般的な原則として,次の二点が権利宣言に含まれていなけ

ればならないとした｡一点目は,個人の全面的な経済活動に対する権利,実際

には労働することをつうじての十分に人間的な生活をおくる権利の保障であり,

労働によって生活を保障できない場合には社会が生活必需品を保障するという

ことであり,二点目は,所有の性格の定義につき,それ自体を目的とするので

はなく,公共の福祉 (biencommun)に仕える手段でなければならない, と

いうことである(18)0

フォンルプト-エスベラベールはさらに,｢--1789年の原則の基本はいま

だ有効なままであり,--人間的 ･政治的 ･社会的 ･経済的な次元で他人もし

くは集団による濫用から個人の権利を守らねばならない｣と主張するルネ･カ

ピタン (Ren6Capitant,民主主義社会主義抵抗派 (R昌SistanceD昌mocrat-

iqueetSocialiste))に賛意を表したうえで, ファジョンに反論 して次のよ

うに言う｡｢権利の境界画定がなされうるのは,羅列した相対立する権利の単

純な接触によってではなく,公正な従属関係によってである｣｡そしてその意

味で,所有は公共の福祉に従位する社会的機能でなければならないと主張する

のである｡また,労働者の経営参加については,労働者の労働がその人格から

分離されないという事実の結果,生じるものである,という認識を示した(19)O

したがってMRPは,独占についてはその財産権の規制を打ち出そうとする

共産党よりもさらに一般的な規定を求めている｡各人に生活必需品の保障を規

定するよう求める以上の分については,｢公共の福祉に従属 した社会的機能｣

という定義を与えようとしている｡

以上のことから,与党三党においては,財産権をレッセ-フェールのままに

置かず何らかの介入を憲法に書き込むことを主張するという意味で,いずれも

ディリジスムを志向していると言うことができる｡しかし,その方向性は異なっ

ていたといえよう｡すなわち,社会党は企業経営に対する労働者の参加を憲法

上の権利として位置付けようとするものであり,共産党はその当時の時点での

独占の廃棄を意味するそれであり,MRPは生活必需品を保障するという方向

でのそれである｡この相違が実際にはどのような意味を持つのかは,逐条審議

の際に明鹿になるであろう｡

そのほか,戦前の右翼の流れを汲む共和連合 (Unit昌R昌Publicaine)のロ

ベール ･モンティヨ (RobertMontillot)は,経済的社会的原則を憲法に含
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めることそのものに反対(20)し,農民派 (paysan)のジャック･パル ドゥ(Jac

quesBardoux)は,社会的な視点からそれを完全なものにするといったこと

は容易ではないとして,1789年の人権宣言を維持するよう主張α1)した｡

(2) 逐条審議

憲法案の権利宣言部分についての逐条審議は,1月24日,25日,29臥 31日,

2月1日に第-読会,2月12日から15日および20日に第二読会が行われた｡逐

条審議に先立って,起草のためにザクサスを報告者とする小委員会が設置され

た｡小委員会もおよそ各党の議席配分に比例して選出されており,与党三党に

ついては12名の委員のうちMRPが3名,社会党がザクサスを含め3名,共産

党2名であった(22)0

小委員会が憲法委員会に最初に提出した草案のうち人権宣言部分は全36条で,

さらにそれは ｢政治的権利｣｢社会的経済的権利｣の二部に分かれていた(23)0

このことから小委員会では基本的に社会党の案をベースとして議論されたこと

が窺えるO

｢社会的経済的権利｣の部では,健康に対する保護を受ける権利,教育を受

ける権利,搾取に対する保護,労働権,労働に対する正当な保障と最低限の生

活の保障,休息余暇の権利,組合権,経営参加権,スト権,労働不能者への保

障,そして財産権が規定されていた｡

小委員会案は財産権について2ヶ条を設けた｡

｢33条--=財産権 (lapropri昌t6)(24)は,各個人が有する,法律で保障され

た財産の割当分を,享受し処分する権利である｡

所有への権利 (droitaIapropri昌t6)は,個人的労働 (travailpersonnel)

の通常の成果を表す財産について,ならびに個人的,家族的,集団的性質の

日常品について,すべての個人に対して保障される｡何人も,適法に確認さ

れた公益を理由とし,法律によって定められた補償条件のもとでなければ,

それを奪われ得ない｣

｢34条--所有への権利は,その社会的機能に反して,ないしは,他人の安

全,自由,生存,財産を侵害するようなやり方で,行使することはできない｡

その経営が公役務または事実上の独占の性格を有しまたは獲得した,すべ

ての財産,すべての企業は公共団体の所有とならなければならない｣

33条2項は,社会党案39条 1項とはぼ同文であるが,1項については新たに
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加えられたものである.これはザクサスも言うように(25)ロペスピェールの人

権宣言草案6条を意識したものである｡

逐条審議第-読会における議論は主に,財産権が法律に従属するのか否か,

ということであった｡MRPのアンリ-テトジャン (HenriTeitgen)は33条

1項が ｢法律で｣としているのに対し,｢財産権の根拠として,法律ではなく,

その社会的機能を考えねばならない｡どんな場合にも,(中略)--財産権が

保障されねばならない最小限の財産が存在する｣と主張している｡また,他方

ではピェールニコット(PierreCot)(26)は ｢所有が保障される最小限の財産は

変化する｡結局,財産権を普通法に引き戻し,法律に従属させることが肝要で

ある｣と反論した｡この対立は第-読会では収束せず,33条は再度小委員会に

差し戻されることとなった｡

34条については,｢所有への権利｣を ｢財産権 (droitdepropri昌t6)｣に,

｢社会的機能｣を ｢社会的効用｣に変更するはかは,さしたる議論もなく通過

したが,ベースとなっているはずの社会党案と比べると看過できない修正が存

在する｡

1項は,社会党案39条2項の ｢何人も,社会的機能に反 して行使することに

よって,この権利を濫用することはできない｣という規定に,｢他人の安全 ･

自由･生存 ･財産を侵害する｣ような行使の禁止を加えたものである｡しかし,

2項については,社会党案40条で,

｢経済的権力の支配に対する保護の権利

あらゆる個人は,経済的金融的権力の支配に対して保護される権利を持っ｡

この保護は,その経営が公役務または事実上の独占の性格を持つ財産および

企業の社会化 (socialisation),およびすべての人的物的資源の十分な使用

のためのフランス連合の経済活動の組織化によって保障される｣

とされていたのが,｢企業の社会化｣規定のみを残し,しかも,その ｢社会化｣

が ｢公共団体の所有｣に変更されている｡

社会党案で使われていた ｢社会化｣という概念は,｢労働者の管理決定権へ

の参加を必須の要素とする｣(27)国有化,すなわち反国家管理化 (anti-昌tatisa-

tion)を意図するものであり,共産党案が43条で

｢--これらの企業 (国有化された企業--筆者注)は,譲渡 ･賃貸のでき

ない公企業に転換され,国家の名のもとに (pourlecomptedel'Etat),
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国家および,各企業のなかで選挙という手段で管理者および労働者が代表さ

れる,三者構成の委員会 (comit昌stripartites)によって直接運営される.｣

としているのと同様に,企業を国有化する場合には,企業の所有のみならず,

管理をも問題にしていることの表明であった｡しかもその管理の形態は三者管

理方式 (gestiontripartite)によるものと考えられていた｡ したがって,小

委員会案で ｢社会化｣にかわり ｢公共団体の所有｣とすることは,国有化され

た企業の管理は問題にしないということになる｡

また小委員会案30条(28)で労働者による国有企業 ･私企業の管理 ･運営への

参加が認められているとしても,それは三者管理を要求されない｡別稿で述べ

ることになろうが,国有化はnationalisation(29)と昌tatisationとの対抗(30)で捉

えなければならず,そのメルクマールとなるのが,三者管理方式 (31)である｡

結局,小委員会案では ｢公共団体の所有｣となった企業がどのように運営され

るかが唆味にされており,社会党 ･共産党はこの点で重大な譲歩をしたと言わ

ざるをえない｡

この背景には,当時既に ドゴール臨時政府によって国有化されていたノール･

パ ドカレ炭田,ルノー公団がいずれも三者管理方式を採用せず,デクレによっ

て任命される社長が大きな権限を持っようないわゆる ｢エタティスト型-国家

管理型｣の国有企業であった(32)ことが遠因となっているとも考えられる｡ し

かし,そうであっても,憲法論議を現実の国有企業の管理形態に引きずられず

に進めることは可能なはずであったOこのようにして,もともと戦前の人民戦

線の時期に管理形態とセットで論 じられていた企業国有化問題は,規範的には

管理の問題を不問にすることによって,国家管理化への道も開くことになって

しまったのである｡

第二読会では旧33条が,小委員会によって第32条として新 しく提案された

(旧34条はそのまま33条となった)0

｢32条･-･･財産権 (lapropri昌t6)は,法律で保障された財産を享受 し処分

する権利である｡

財産権 (ledroitdepropri占t昌) は,個人的労働 (travailpersonnel)

の通常の成果を表す財産について,ならびに個人的,家族的,集団的性質の

日常品および労働用具について,すべての個人に対して保障される｡何人も,

適法に確認された公益を理由とし,法律によって定められた補償条件のもと
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でなければ,それを奪われ得ない｣

第-読会で問題となった,｢法律で保障された財産｣という規定は維持され

た｡ したがって,カピタンなどから,条文案がカバーしている財産とそうでな

い財産との区別が明確でなく ｢立法府に都合のいいように収用の条件を自由に

決めさせることによって,保障は否定されている｡1789年宣言は 『正当かつ事

前の補償』を問題にしていた｣(33)と批判されることになるoこの補償の問題と,

｢集団的｣という用語の問題で再び小委員会に差し戻されることになった｡

そのはか,1項については,｢各個人 (chaqueindividu)が有する｣という

文言が削除されている｡これは第-読会で ｢個人の所有のことしか言っていな

い｣(34)と批判を受けたことに対応している｡旧案は個人の所有について特に憲

法的保障をした,と解することも可能であったが,新案では個人以外の者につ

いても所有の主体として認めるものと言えよう｡

結局,委員全案 (35)の財産権にかかわる部分は, 次のようにまとめられ

た｡

｢32条･･- 財産権 (lapropri6t昌)は,法律で各人に保障された財産を使用,

享受,処分する不可侵の権利である｡

何人も,適法に確認された公益を理由とし,法律にしたがって定められた

正当な補償の条件のもとでなければ,それを奪われ得ない｣

｢33条--財産権 (droitdepropri昌t6)は,社会的効用に反して,ないし

は,他人の安全 ･自由 ･生存 ･財産を侵害するようなやり方で,行使するこ

とはできない

その経営が公役務または事実上の独占の性格を有しまたは獲得 した,すべ

ての財産,すべての企業は公共団体の所有とならなければならない｣

委員会案は,ザクサスが言うように妥協の産物ではあった(36)が,所有ない

し財産権を法律に従属させるのかそれとも法律よりも優位に措くのか,という

点では,議会,および委員会の議席数で有利な条件を持っていた社会党,共産

党の旧人民戦線派に軍配が挙がったと言える｡

一方で,企業の国有化については,その内部管理の問題が人民戦線期以来検

討されていたにもかかわらず,憲法規範からは外されることとなった｡しかし,

管理形態の問題を政治的力関係の問題として留保 しながらも,少なくとも今後

の新たな企業国有化の可能性を示唆する規範としては評価することができる｡
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蛇足ながら,委員会案第29条(37)(小委員会第一次案30条)は,

｢すべての労働者は,その代表者を通じて,労働条件の集団的決定,ならび

に企業,私的設備および公役務の管理 ･運営の機能に参加する権利を有する｣

として,公私問わず管理 ･運営に対して労働者が参加できることを規定してお

り,この精神は企業委員会制度の確立 (1946年5月17日の法律 (38))へとつな

がるものであった(39)と言えよう｡

3 本会議における審議

(1) 一般討論

さて,一般討論において,憲法委員会の権利宣言担当個別報告者ザクサスは,

委員会が人権宣言をまとめた目的について次のように述べている｡

｢1789年の宣言によって宣明された自由が人民の生活に入り込むにつれて,

民主主義の実践自身が新しい自由,新しい権利の承認の必要性を明らかにし

た｣｢19世紀半ば前から,貧困と無知に囚われつづけている限り人民大衆が

自由を真に享受することはできないし,社会がその手段を与えないかぎり肉

体,知性,道徳の十全な発展を保障することはできないのだ,ということに

気づきはじめた｣｢人民の真の解放を保障するためには,結社の自由を承認

しなければならず,労働者に組合活動,ストライキを通じて彼らの要求を擁

護する権利を与えねばならず,労働者各人に適切な労働条件,休息 ･余暇,

彼とその家族が尊厳ある生活をおくるに十分な生活資料を供給する賃金の権

利を保障しなければならず,すべての市民が教育の恩恵にあずかり,健康を

保護され,自らの意志とは無関係の理由で労働不能になったときの社会保障

の権利を享受することを認めねばならないのである｣｢今般の戦争以来,そ

して特にファシスト権力の当初の勝利以来,この権利を認める必要性は全世

界的に承認されている｣｢常により広いより完全な民主主義なくしては人類

にとって救いはない｣｢最初の人および市民の権利の宣言を世界に与えたフ

ランスは,いずれにしても,人および労働者の権利の宣言を作ることによっ

てそれを完全なものにする最初の国であらねばならない｣｢委員会が追求 し

たのはこの目的である｣(40)

このように,現在においては1789年の人権宣言では限界があり,新たに労働者

の諸権利や社会保障の権利を認めなければ,自由を真に享受することができな
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いからこそ,｢人および労働者の権利の宣言｣で1789年宣言を ｢完全なものに

する｣必要があるとする｡

さらに,宣言案第2款の社会的経済的権利の位置づけについて,｢人間の解

放と十全な開花を現実に保障する真の民主主義の実現は,--･窮乏から人民を

解放し,社会を人間に奉仕させるような権利の承認を要求する｣(41)ということ

が理由になっていることを述べる｡

そして特に財産権について,それが法律によって各人に保障された財産を使

用 ･用益 ･処分する神聖不可侵の権利であるということは,公益を理由としな

ければ奪われないという1789年宣言の原理と並んで,財産権は ｢一般的利益の

ほうに優位性を認めなければなら｣ず,｢今日では,事実上の独占の性格を持

つ巨大企業を出現させた現代経済の進歩によって｣別の適用が必要になってお

り,経済的権力が諸個人の権利と自由を侵害していることから,公役務 ･独占

の公共団体への返還の必要を内容としているとする(42)0

最後に,｢自由および政治的権利の宣言が社会的権利の宣言によって完全な

ものになることを,社会進歩が要請した｣のであり,このように ｢人権の第一

の宣言を完全なものにし,修正し,適合させることで,委員会は1789年の人達

によって企図された仕事を誇りを持って追求したと感じている｣(43)と結んでい

る｡

ザクサスの冒頭報告では,なかでも財産権の問題について特に時間をさいて

説明している｡このことは,財産権の問題こそが新しい人権宣言の目玉である,

ということを表明したものだと言うことができる｡

3月7,8E]の一般討論では,各党派から発言(44)があったが,なかでも自

由共和党 (Partir6publicaindelalibert昌),急進党からは批判的な発言が

あった｡

自由共和党のロベール･ブリュイネール (RobertBruyneel)は,家族手当,

社会衛生,社会保障,企業委員会などの生活水準の引き上げ (promotion)の

問題は,立法部の所轄によるものであって,｢憲法の冒頭に加えることは不可

欠ではないと思われる｣とし,財産権については,法律のなかにその源を持っ

ものではなく,法律がその存在と利用に則らねばならないとする(45)o 自由共

和党は,レフェレンダムの時に第四共和制の建設を否定していた右翼の流れを

汲むものであり,その脈絡で以上のような批判をしていると思われる｡そのこ
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とは,｢もう一度,我々は1789年の権利宣言をもっとも純粋なもっとも平明な

ままにまかせておこう｣(46)と述べていることからも推測することができる｡

急進党のエドゥアール･エリオ (EdouardHerriot)の場合は,｢憲法委員

会は,1789年の理念を維持しつつ,新しい時代に刻まれた観念をそれに付け加

えることを望んだが,その仕事を実現するには二つの方法がある｣｢第-の方

法は1789年と1793年の宣言を廃止することにある｡これは委員会が選択した方

法である｣｢第二の方法は,私が正しいと考え,この演壇で支持するものであ

るが,それを完全なものにすることによって1789年の文書を維持することにあ

る｣(47)と述べ,1789年人権宣言に代わる新たな人権宣言を作成することそのも

のに反対する｡その一方で ｢1789年の宣言には隙間がある｣(48)として,急進党

は,生活権 (droita1a.vie),生産 ･分配計画の確立に寄与する労働者の権

刺,財産権,言論の自由の金権支配からの解放,戦争の廃止などを内容とする

反対案を提出した(49)Oこの反対案は,三大政党の反対で否決された(50)が,忠

進党のこの一連の発言 ･行動は,同党の第三共和制の擁護の立場から来るもの

と思われる｡急進党反対案に対する討論のなかでは,このように指摘した者は

いなかった｡しかし,エリオは, ドレフエス事件 (51)を例に挙げて ｢(1789年の)

人権宣言が共和国を救ったのだ｣と端なくも発言し,右翼の拍手喝采を浴びる

(班)｡この ｢共和国｣は明らかに第三共和国を指しており,このことから急

進党が ｢第三共和国を救｣う姿勢にあることが推定されよう｡

以上のように,一般討論における主要な批判は,人権宣言を新しく作成する

ことそのものに対する反対であった｡したがってディリジスムにかかわる二つ

の潮流は,各条文の審議の過程で現れることになる｡

(2) 逐条審議

財産権 (委員全案32,33条)にかかわる審議(53)は,3月21E]に行われた｡

｢第32条については,人権宣言の各条文のうちで最 も長い議論が展開され

たJ(54)0

32条について,農民派,自由共和党,MRP, ジョゼフ･ドゥネ (Joseph

Denais,自由共和党),ルネ･コティ (Ren昌Coty,独立共和派)から修正案

が提出されたO

農民派の修正案(55)は1項を次のように変更するO

｢財産権は,各人が,他人の自由および共和国の法律を尊重して,自己の労
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働の成果と節約による蓄え (道具,動産および不動産)を使用し,処分する不

可侵の権利である｣

農民派のパル ドゥによれば,委員会は財産権についての不安定で一時的な概念

に行き着いたのであって,将来の立法者に対 して財産の決定,保障の範囲につ

いてどのような義務も課しておらず,相続権や不動産所有を制限 ･禁止するこ

とができる｡農民派の修正案は,立法者から個人的所有を定義し縮小する権利

を取り上げる目的を持つものだ(56),ということであるO

自由共和党は1項を次のように修正する(57)0

｢財産権は神聖不可侵の権利である｡その労働と節約の成果である財産を自

らの意志に従って収益,処分することは各人の権利である｣

自由共和党のフレデリック-デュポン (Fr昌d昌ric-Dupont)も同様に,｢不可

侵である財産権のリストを決定するのが立法府であると言うのは特に重大であ

り危険であると考える｣と言うが,さらに正直に ｢財産権の不可侵の原理にか

ってどのような侵害がなされたこともない｣(58)と財産権の絶対的な不可侵を示

唆する｡

MRPの案は1項を以下のように修正する(5g)a

｢財産権は財産を使用 ･収益 ･処分する神聖不可侵の権利である｡各人は労

働および節約によってそこに到達できるはずである｣

MRPのポール ･コスト-フローレ (PaulCoste-Floret)は,当初,｢われわ

れの修正の目的は財産権に正確な定義を与えることである｣(60)と述べていた｡

しかしながら,憲法委員会がMRP修正案の後段を受入れ,｢すべての人は労

働および節約によってそこに到達しうるべきである｣という文言を委員会案第

1項の後段として付け加えることを提案すると,｢『法律によって保障された財

産』という言葉によって,その所有者が自由に収益 ･処分できるすべての財産

として理解するということを明確にする用意があるのならば,委員会と合意 し

修正案を撤回する｣と述べる｡結局,MRPも財産権の絶対的不可侵が保障さ

れないことが問題であるという姿勢なのであり,自由共和党に近い姿勢である

ことが分かる｡

ジョゼフ･ドゥネの個人提案は,委員全案32条,33条に代えて以下の条文を

置くものである｡

｢すべての市民は,その財産権を圧政の手段,他人の労働の正当な成果の纂
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奪の手段にしないという条件で,財産 ･収入 ･労働および節約の成果を自らの

意志に従って収益 ･処分する権利を有する｡

何人も,同意なき場合,適法に確認された公益を理由としない場合,裁判所

によって定められた正当かつ事前の補償なき場合は,その財産権のどんな小さ

な部分も奪われえない｣(61)

ドゥネは,｢この修正案は我々の同志であるフレデリック-デュポン氏,そし

てコスト-フローレ氏,ジャック･パルドゥ民らと同じ精神によって沸き起こっ

たものである｣として,｢収入 ･労働および節約の成果｣がないと混乱するこ

と,｢法律によって各人に保障された｣という文言は中小の財産,中小産業に

もそのうち非常に強い打撃を与えることが可能となることなどを主張する｡そ

して, ドゥネは,一方で ｢その財産権を圧政の手段,他人の労働の正当な成果

の纂奪の手段にしないという条件で｣という言葉には,まず第一に経済的独裁,

独占,濫用されたトラストの非難が込められているのだ,と説明する｡しかし,

その解決方法については沈黙し,逆に,事実上の独占の国有化については立法

者にその権利があるから人権宣言から削除すべきだ,と,立法裁量に委ねる態

度を明らかにしている｡しかも国有化の観念として ｢国家の独占 (monopole

d'Etat)｣が念頭に置かれており,CNR綱領の ｢国民への返還｣とは異なる

観念であることを示している(α)0

MRPが修正案を撤回し,残りの三提案が投票で否決されたあとで,コティ

の修正案の審議に移った｡修正案は ｢法律によって各人に保障された財産｣と

いう文言を ｢法律に従って獲得された財産｣に替えるものであった｡これにた

いし,カピタンとコスト-フローレが同調したが,投票によって否決され,こ

うして32条 1項は若干の変更が加えられてほぼ委員会案どおりに採択され

た(63)0

32条2項については,自由共和党, ドゥネ,MRPより,いずれも ｢事前の

補償｣を求める修正案が出されたが,否決されたく64)0

33条 1項については何の反対もなく採択された｡この点については ｢本来そ

こで取り上げられるべき問題を第二項に関する討議の場に移し,それと関連づ

けて展開することが考えられていた,とひとまず見るべきであろう｣(65)0

33条2項について,自由共和党,カピタン,MRPから修正案が提案され

た｡
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自由共和党の修正案(66)は次のような長文かつ根本的なものであった｡

｢公有財産 (domainepublic)の維持,国内外の安全に寄与する役務の直

接の運営の他は,国家の基本的な使命は,国の骨組みを形成する経済的社会

的諸力の活動を調整することである｡

国家は,それらの紛争を調停し,その均衡に気を配り,個人の自由と民族

の独立を保障する｡

公権力は圧政のきざしとなるような産業ないしは人の集中を予防すること

を基本的な任務とする｡その規模の大きさによって経済的均衡に害を与える

性質をもつ諸制度は,競争自体が生み出したものと同じ条件に戻すために,

公権力のコントロールに服さなければならない｡

いかなる場合にも国家は,そのような制度を獲得するに足る正当な理由を

持たない｣

この修正案についてフレデリック-デュポンは,｢われわれは事実上の独占の

根本的な廃止を支持している｣が,｢委員会案で不快に思った点は,事実上の

独占の不可欠な消滅と国家による財産の取得との間に自動的な連関があり,あ

たかも国家が触手を伸ばすことで取得するより他に独占の廃止の方法がないか

のようなところである｣,と説明する｡彼によれば,国有化とは ｢国家 トラス

ト｣による取得そのものであって,独占をそのようなものに置き換えることは

重要ではない(67),のである｡このようにしてフレデリック-デュポンら右翼

は,国有化の内容が ｢国民への返還｣だとするCNR綱領の路線に対して真っ

向から挑戦するのである｡結局,自由共和党の修正案は否決された｡

カピタンの修正案(68)は次のとおりであるC

｢事実上または法上の独占の利益にあずかるすべての企業は,公役務として

経営されねばならない｣

カピタンは,国有化の問題では,どのような時に国有化する理由があるのか,

国有化の様式はいかなるものか,の二つの論点があると言う｡

第一の論点につき,委員会案が理由とするもののうち,事実上の独占は明白

であるが,公役務については唆味で,むしろ国有化したときに公役務が存在す

るのであって,公役務は事実上の状態ではなく,法上の状態だ,と主張する｡

第二の論点については,第一の論点で言明したように公役務こそが国有化で

あるのだが,｢条文のなかに,収用するにせよ,いろいろな多様性において必



76 一橋研究 第22巻第2号

ずLも収用を伴わない公役務の制度に企業を服せしめるにせよ,立法府にその

ような可能性を残すヨリ柔軟な定式を採用することが望ましい｣(69)とする｡

カピタンが提示する第-の論点は,公役務を国有化と同一視することによっ

て結果的には独占のみを ｢公役務化｣するという主張に帰着する｡すなわち対

象を独占に限ったCGE(70)の構想がここで主張されているのである｡また,

第二の論点では必ずしも所有の移転を伴わないことを主張するため,結局は独

占を私有のまま温存する形態を許容する｡カピタンは,委員会案の ｢公共団体

の所有｣の内容が酸味であることを正当にも指摘するのであるが,それを,例

えば三者管理方式のような,｢国民への返還｣というCNR綱領路線に沿って

解決するのではなく,結論として独占を容認する方向へ向かうのである｡

MRPの修正案 (71)は ｢公共団体の所有にならなければならない｣を ｢特定

の利益に奉仕することをやめなければならない｣とするものである｡

MRPを代表 してアンリ-ルイ ･グリモー (Henri-LouisGrimaud)は,

公役務を充足するにもっとも適 した解決,つまり混合経済会社や,より有利で

ありうる他のあらゆる形式を立法府が採用するのを許容するのが,この修正案

の理由であるとした｡これに対し,個別報告者ザクサスは ｢特定の者の所有で

あることをやめることは,公共団体の所有になることである｣とのべ,委員会

案を維持しようとした｡しかし,MRPが,特定の者の所有をやめるというの

は我々の主張で (フランソワ･ド･マントン (FrancoisdeManthon)発言)

あり,修正案の ｢特定の利益に奉仕することをやめる｣を ｢特定の者の所有で

あることをやめる｣に変更する (ロベール ･ルクール (RobertLecourt)発

言)と言うと,ザクサスはそれに応じ,両者は妥協しようとした｡ところがこ

こで共産党のファジョンが委員会原案はCNR綱領の適用であることを主張す

ると,ザクサスは結局 ｢国民へ返還しなければならない｣という文言を提案し,

MRPはそれに応じず,MRPの修正案は否決されることになった(72).

MRP修正案の提案をきっかけにして,社会党 ･共産党の意図がCNR綱領

の意法化であることと,MRPは実際にはCNR綱領に否定的(73)であること

が明確になったと言えよう｡

その他,アンリ･ジョアノン (HenriJoannon,独立共和派)ら三名の修正

秦,33条の後ろに新たに1条を設けるMRPの提案 と, デロン-ソルベ

(Delom-Sorb昌,UDSR)の提案は撤回されたO
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委員会は ｢公役務｣を ｢国民的公役務｣に替えた案を最後に提案し,それが

33条2項として採択された｡

委員会案32条,33条は,4月19日の第二読会において35条,36条として採択

されることになる｡

財産権をめぐる議論における争点は,財産権を法律の留保のもとにおくか,

それとも絶対不可侵の自然権とするか,および,独占と公役務の性格をもつ企

業を公共団体の所有にするかどうか,の二点であった｡財産権の絶対不可侵性

の否定と ｢公共団体の所有｣との総合は,国有化を積極的に政策化する法的根

拠となりうるものであった｡ただ,既に述べたことであるが,｢公共団体の所

有｣という表現を妥協的に採用したことによって,旧人民戦線派-CNR綱領

派が戦前から主張してきた ｢三者管理方式｣を内実とする6tatisationでない

nationalisationは,この段階ですでに意法規範化から抜け落ち,参加の原理

は企業委員会制度 (委員全案29条)に解消されることになってしまったのであ

る｡

三 四月草案における財産権規定の意義--むすびにかえて

1 四月草案のゆくえ

憲法制定国民議会は,4月19日に309対249(社会党,共産党,アルジェリア･

イスラム派など)でほぼ委員全案どおりの内容の草案 (74)を可決 した｡委員会

案32,33条は35,36条となった｡

四月草案は,1946年 5月5日にレフェレンダムに付され,登録有権者2582万

9425人のうち,2056万7375人が投票し,賛成 945万4034票,反対1058万4359票

で否決された(75)｡社会党 ･共産党が賛成のキャンペーンを行い,MRP.忠

進党 ･右翼などが反対運動を行った｡

急進党は第四共和制そのものに反対する姿勢を維持している｡｢権利の戯画

化｣とか ｢国家による個人の吸収,経済活動におけるあらゆる自由分野と市民

の生活におけるあらゆる実際の独立の抑圧｣などと宣伝したが,｢以前の制度,

伝統的な個人的共和主義への愛着のために,ノンのためのあらゆるキャンペー

ンを行った｣(76)のである｡

右翼も基本的に第四共和制反対の立場からの反対であるが,特に ｢憲法案は,

財産権を廃止することを許容している｣(77)といった経済的支配階級としての立



78 一橋研究 第22巻第2号

場も正直に表明していた｡

レフェレンダムに大きな影響を与えたMRPは,憲法制定議会における態度

と同じく反対した｡MRPの宣伝は基本的には ｢多数党の独裁に道を開く｣と

いうものであったが,｢ウィは臨時状態を長引かせる｣(78)というデマに近い宣

伝もあった｡

反対派は以上のように様々な立場を含んでいるが,｢共産党を含む多数派の

危険性という点で一致して｣(79)いたのである｡

ドゴールは沈黙していたようである(80).しかし, ドゴールが反対を呼びか

けているというビラがまかれたことが,その真偽にかかわらずレフェレンダム

に一定の影響を与えたことは間違いないであろう｡

世論調査(81)によれば,反対投票の理由の33%が ｢共産党に反対 して｣ とい

うものであったOこれは反対派の反共産党キャンペーンが見事に成功したこと

を表しており,｢草案の内容と不可分に結びついた共産党の支配する議会に対

するnonを意味すると理解さるべきであろう｣¢2)｡しかしここでなぜ ｢共産党

に反対｣なのかが,さらに問題となる｡私見だが,かつてレジスタンスの闘い

に足を踏みだすことに蹄曙した多くの国民は,戦後も根強いカトリシスムの影

響下にあり,一方でレジスタンス-ドゴールの定式に囚われていたと思われる.

したがって,カトリック政党であり,かつ ｢ドゴールの信奉者｣と見徹されて

いたMRPの意志が勝利するよう投票したのではないだろうか｡

2 結

このように四月草案はレフェレンダムによって否決された｡議会構成で優位

に立っていた左派主導の憲法草案を国民は支持するに至らなかったのである｡

しかしながらあえてここであらためて,四月草案における財産権の議論の意義

を考えて見たい｡

まず,経済的社会的権利が,財産権の一定の制限を伴って承認されたことは

特筆に値する｡そしてなかでも,独占および公役務の企業を公共団体の所有に

転換するという規定は,絶対的神聖不可侵性をはぎ取られた ｢法律によって保

障された財産｣という規定と連動して,憲法が国有化の積極的な推進を奨励す

ることを意味する｡しかも,この国有化規定は,条文上,経済的社会的権利の

一環となるように位置づけられうるもので,単なる政策ではなく人権保障の内
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実をなすものとして考えられねばならない｡そして加えて,CNR綱領の ｢匡l

民への返還｣を意法規範化することに成功 したものであると言えるだろう｡

戦前からの右翼を除いては,どの党派も,特に与党三党のレベルにおいては,

何らかの意味でのディリジスムは承認 していると言ってよい｡問題はそのディ

I)ジスムの中身であり,国民参加型を目指していた勢力と,管理運営の問題を

不問にし,結果として国家管理型を許容する勢力との争いであった,と言うこ

とができよう｡そして結局,四月草案も妥協の産物の性格を免れず,反国家管

理型を明文をもって徹底することはできなかった｡このことは,それ以後の国

家管理化の巻き返 しを許す火種を残 したものと考えることができる｡ しか し,

財産権の制限と国有化に現れたディリジスムは,その完全な意味においてでは

ないにしても,ここではどちらかといえばnationalisationの指向性 (83)を持 っ

ていたのである｡

よく知られているとおり,1946年10月に第四共和制憲法が制定されて以降,

現在にいたるまで,フランスは非常に官僚支配の強い国となっていった｡なぜ

官僚支配に至るのかという問題は,別途歴史的な分析が必要であろう｡しかし,

国有化,計画化に現れるようなディリジスムによる政策は,そこに国民参加と

いう管理形態を付与 しなければ,容易に官僚主義に転化 しうるということは少

なくとも言えるのではないか｡

フランスと並んで官僚支配が強いとされる日本は,フランスのように,憲法

のなかに国有化に関する規定があるわけではない｡ したがって,この事象自体

はフランスに特殊なものかも知れない｡ しかしながら,官僚支配が強いという

点では共通 しているのであり,同様に考えることは不可能ではないだろう｡今

般,規制緩和が叫ばれているが,官僚支配の解決策として,｢国民参加｣の導

入も検討の対象としてありうるのではないだろうか｡



一橋研究 第22巻第2号

(1) J.0.,LoisetD昌crets,1982,pp.566-571.

(2) ダラン･ラルースによれば,ディリジスムとは,｢直接間接を問わず,

国家が介入すること (intervention)によって経済活動を指導するシステ

ム｣とされ, しかもそれは ｢資本主義経済の枠組みを維持する｣経済政策

である, となっている (Cf.Granddictionnaireencyclop昌dique

Larousse,p.3283)｡また,単に ｢統制経済主義｣ とされる場合もある｡

しかし,｢(権力的な)統制｣的契機を必ず含むのか,｢資本主義経済の枠

組みを維持する｣ことを必然とするのか,については議論の余地があると

思われるし,また,｢interventionnisme｣ と同義で用いられることも多

い｡したがって,私は当面,一般的な ｢介入主義｣の訳語を当てることに

する｡

(3) 日本においてディリジスムを憲法学の側から取り扱った文献は殆どない｡

筆者が参腰することができたのは,樋口陽一 『現代民主主義の憲法思想』

第五章 ｢フランスにおける ｢憲法｣のありかたとdirigismeの観念｣(創文

社,1977年)のみである｡経済学の側から扱ったものとして遠藤輝明編

『国家と経済 フランス･ディリジスムの研究』(東京大学出版会,1982年)

がある｡

(4) 後にグーアン政府に入閣のため,社会党のギイ ･モレ (GuyMollet)

に交替｡

(5) Cf.L'ann6epolitique,194411945,pp.360-361.

(6) J.0.,LoisetD6crets,1945,p.7159.

(7) 当時の政府は,共産党,社会党,MRPの三党連立政府であり,社共と

MRPのあいだでは,戦後構想についての相違があった｡

(8) Assemb16eNationaleConstituante昌1uele21octobre1945,

S6ancesdelacommissiondelaconstitution,comptesrendus

analytiques(以下,S.C.C,C.と略記する),p.15.

(9) その他 アルジェリア･イスラム派 (musulmanalg6rien)のモアメ

ド･バンジェルール (MobamedBendjelloul)らのアルジェリアについ

ての擁案,ジャック･パルドゥ (JacquesBardoux,農民派)の最高法

院についての提案があった｡また,権利宣言についての第一読会が終了 し

たあとで,1946年3月28日にジャン-ピエール ･ジロドゥ (Jean-Pierre

Giraudoux,MRP)の個人提案があった｡

(10) J.0リDocumentsdel'Assembl昌enationaleconstituante,Annexe

Na44,pp.58-62;R.D.P.,t.62,pp.164-174,後者を参照したO

(ll) J.0.,Documentsdel'Assemb16enationaleconstituante,Annexe

No.20,pp.25-28;RD.P.,i.62,pp.156-164,後者を参照した.

(12) J.0.,Documentsdel'Assemble占nationaleconstituante,Annexe
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Nm38,pp.50-56

(13) S.C.C.C.,p.28.

(14) S.C.C.C"p.168.

(15) S.C.C.C.,pp.168-208.

(16) Cf,S.C.C.C.,p.169.

(17) S.C.C.Cリp.171.

(18) S.C.C.C.,pp.169-170.

(19) S.C.C.Cリpp.172-173.

(20) S.C.C.Cリp.170.

(21) S.C.C.C"p.174.

(22) S.C.C.C.,p.207.

(23) 小委員会の案,特に ｢社会的経済的権利｣については,S.C.C.C.,pp.
304-319を参照した｡

(24) フランス革命における1apropri占t占およびlespropri6t占Sの概念につい

ては,田村理 『フランス革命と財産権』162貢以下 (創文社,1997年)杏

参照Oここでの ｢lapropri6t6｣は,いわゆる民法上の所有権よりも広い

概念と考えられる一万,1789年人権宣言2条の ｢lapropri昌t昌｣のような,

｢自己に対する所有｣という概念まで含んだものとは考えがたいため,｢財

産権｣と訳した｡

民法上の所有権という意味では,2項の ｢droitalapropri6t昌｣がそ

れに近いと思われるが,一方で同じ用語を34条でも使用しており, ここで

の ｢droitalapropri6t昌｣はむしろ民法上の所有権を超えた様々な経

済的利益を含みうるものであると考えられる｡用語上の区別が原文でなさ

れていないため,こちらについては機械的に ｢所有への権利｣と訳した｡

(25) S.C.C.C.,p.318.

(26) コットは人民戦線内閣に空軍大臣として急進党から入閣した人物だが,

解放後は急進党に所属しながら共産党のシンパであった｡

(27) 渡辺司 ｢フランス戦後再建期 ｢国有化｣と公企業管理法制の展開 (-)｣
早稲田大学大学院法研論集31号219頁｡社会党の ｢社会化｣概念について

は同論文を参照｡また,あわせて,稲本洋之助 ｢フランスにおける戦後改

学出版会,1974年)を参照｡

(28) 30条 ｢すべての労働者は,代表者を介して,労働条件の集団的決定,企
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(29) 中木康夫氏は,この概念について,｢国有化｣ と区別 して ｢国民化｣ と

表記する｡国家的所有ではなく,｢国民的所有 ･国民代表による管理｣を

表すものである｡中木康夫 『フランス政治史 中』155頁以下 (未来社,
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1975年)0

(30) 原輝史 『フランス資本主義 成立と展開』361貢以下 (日本経済評論社,

1986年)参照｡
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理方式の導入の度合で分類する｡なお,三者管理方式については,席田功
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pp.222-224｡もっとも, ドゴールが政府首班を辞任した後に,三者管理方

式を採用した企業国有化が囲られるが,それは憲法草案の議論が本会議に

移されてからさらにしばらくたって,四月に入ってからのことである｡

(33) S.C.C.C.,p.391.

(34) ピェールニコットの発言｡S,C.C.C.,p.318.

(35) 2月20日に採択された32条 1項は,｢不可侵かっ神聖な権利｣ としてい

たが,3月15日の修正で ｢神聖な｣が削除された｡S.C.C.C.,p.567;J.0.,

D昌batsdel'Assemb16eNationaleConstituante,1946,p.954.

(36) Cf.S.C.C.C.,p.567.
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